
 

 
 
 
 
 
 
 

 

令 
 

 
 

和 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

五 

條 

市 

議 

会 

第 

四 

回 

十 

二 

月 

定 

例 

会 

会 

議 

録
（
第 

四 

号
） 

 
 
 

 
 
 

 
 

三 
 

 
 

年 
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令
和
三
年
十
二
月
七
日
（
火
曜
日
） 

 
 
 
  

 
 
  

 
─
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─
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─
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議 

事 

日 

程
（
第 

六 
号
） 

 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 

令
和
三
年
十
二
月
七
日 

午
前
十
時
開
議 

第
一 

市
政
の
報
告
と
提
出
議
案
の
説
明 

 
 
 
  

 
 
  

 
─
─
─
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─
─
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─
─
─
─
─
─
─
─
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本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件 

 

議
事
日
程
の
と
お
り 

 
 
 
  

 
 
  

 
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

 
 

出
席
議
員
（
十
二
名
） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

一
番 

 
 

斎 
 
 

藤 
 
 

有 
 

 

紀 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

二
番 

 
 

谷 
 
 
 

 
 
 

勝 
 

 

啓 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

三
番 

 
 

養 
 
 

田 
 
 

全 
 

 

康 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

四
番 

 
 

平 
 
 

岡 
 
 

清 
 

 

司 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

五
番 

 
 

吉 
 
 

田 
 
 

 
 

 
 

正 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

六
番 

 
 

窪 
 
 

 
 
 
 

佳 
 

 

秀 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

七
番 

 
 

岩 
 
 

本 
 
 

 
 

 
 

孝 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

八
番 

 
 

福 
 
 

塚 
 
 

 
 

 
 

実 
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九
番 

 
 

山 
 
 

口 
 
 

耕 
 

 

司 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

十
番 

 
 

吉 
 
 

田 
 
 

雅 
 

 

範 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

十
一
番 

 
 

藤 
 
 

冨 
 
 

美 

恵 

子 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

十
二
番 

 
 

大 
 
 

谷 
 
 

龍 
 

 

雄 
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欠
席
議
員
（
な
し
） 
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市
長 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

太 
 
 

田 
 
 

好 
 

 

紀 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

副
市
長 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

人 
 
 

見 
 
 

達 
 

 

哉 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

教
育
長 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

堀 
 
 

内 
 
 

伸 
 

 

起 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

理
事
・
総
務
部
長
（
財
政
事
務
担
当
）
事
務
取
扱 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

南 
 
 
 

 
 
 

則 
 

 

行 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

技
監 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

冠 
 
 
 

 
 
 

雅 
 

 

之 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

市
長
公
室
長 

 
 
 

 
 

 
 

井 
 
 

上 
 
 

 
 

 
 

昭 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

総
務
部
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

松 
 
 

本 
 
 

成 
 

 

人 

危
機
管
理
監 

 
 
 

 
 

 
 

石 
 
 

田 
 
 

茂 
 

 

人 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

す
こ
や
か
市
民
部
長 

 
 

 
 

田 
 
 

中 
 
 

久 
 

 

美 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

あ
ん
し
ん
福
祉
部
長 

 
 

 
 

名 
 
 

迫 
 
 

雅 
 

 

浩 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

産
業
環
境
部
長
（
兼
務
）
都
市
整
備
部
長 

平 
 

 

己 
 
 

富 
 

 

長 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

教
育
部
長 

 
 
 
 

 
 

 
 

中 
 
 

本 
 
 

賢 
 

 

二 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

西
吉
野
支
所
長 

 
 

 
 

 
 

大 
 
 

垣 
 
 

 
 

 
 

悟 

- 32 -



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

大
塔
支
所
長 

 
 
 

 
 

 
 

吉 
 
 

川 
 
 

佳 
 

 

秀 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

水
道
局
長 

 
 
 
 

 
 

 
 

東 
 
 
 

 
 
 

純 
 

 

司 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

会
計
管
理
者 

 
 
 

 
 

 
 

小 
 
 

森 
 
 

比 

登 

美 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

財
政
課
長 

 
 
 
 

 
 

 
 

戸 
 
 

野 
 
 

 
 

 
 

哲 

 
 
 
  

 
 
  

 
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

 
 

事
務
局
職
員
出
席
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

事
務
局
長 

 
 

 
 
 

 
 

 

平 
 

 

田 
 
 

耕 
 

 

一 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

事
務
局
次
長 

 
 
 
 

 
 

 

馬 
 

 

塲 
 
 

雅 
 

 

樹 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

事
務
局
次
長
補
佐 

 
 

 
 

 

辰 
 

 

巳 
 
 

大 
 

 

輔 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

事
務
局
係
長 

 
 
 
 

 
 

 

打 
 

 

集 
 
 

和 
 

 

美 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

速
記
者 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

柳 

ヶ 

瀬 
 
 

五 
 

 

美 
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─
─
─
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─
─
─
─
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午
前
十
時
零
分
再
開 

○
議
長
（
山
口
耕
司
）
た
だ
い
ま
か
ら
昨
日
の
散
会
前
に
引
き
続
き
本
会
議
を
再
開
い
た
し
ま
す
。 

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
会
議
が
成
立
い
た
し
ま
す
。 

諸
般
の
報
告
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
務
局
長
か
ら
報
告
さ
せ
ま
す
。 

○
事
務
局
長
（
平
田
耕
一
）
命
に
よ
り
、
私
か
ら
御
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

去
る
、
八
月
二
十
七
日
に
奈
良
市
に
お
き
ま
し
て
、
令
和
三
年
度
第
二
回
奈
良
県
市
議
会
議
長
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

初
め
に
、
会
長
で
あ
り
ま
す
生
駒
市
の
中
谷
議
長
か
ら
開
会
の
挨
拶
が
あ
り
、
次
に
各
市
の
議
長
、
副
議
長
、
事
務
局
長
の
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

次
に
、
議
員
表
彰
規
程
に
基
づ
き
該
当
す
る
議
員
二
十
三
名
に
対
す
る
表
彰
状
の
贈
呈
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

会
議
で
は
、
諸
報
告
と
し
て
書
面
決
議
と
な
り
ま
し
た
第
一
回
議
長
会
以
降
の
事
務
報
告
及
び
会
議
出
席
報
告
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
了
承
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
協
議
事
項
に
入
り
、
令
和
三
年
度
奈
良
県
市
議
会
議
長
会
事
業
計
画
（
案
）
に
つ
い
て
及
び
議
員
研
修
会
に
つ
い
て
並
び
に
事
務
局
職
員
派
遣
研
修
に
つ
い
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て
協
議
が
行
わ
れ
た
後
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
奈
良
県
市
議
会
議
長
会
会
長
か
ら
提
案
さ
れ
ま
し
た
奈
良
県
知
事
宛
て
の
要
望
書
（
案
）
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
た
後
、
原
案
の
と
お
り
了
承
さ
れ
、
会

長
の
閉
会
の
挨
拶
に
よ
り
、
会
議
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

次
に
、
十
一
月
十
三
日
に
奈
良
市
に
お
き
ま
し
て
、
令
和
三
年
度
第
三
回
奈
良
県
市
議
会
議
長
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

初
め
に
、
会
長
で
あ
り
ま
す
生
駒
市
の
中
谷
議
長
か
ら
開
会
の
挨
拶
が
あ
り
、
会
議
で
は
、
諸
報
告
と
し
て
第
二
回
議
長
会
以
降
の
事
務
報
告
及
び
会
議
出
席
報
告

が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
了
承
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
協
議
事
項
に
入
り
、
令
和
三
年
度
奈
良
県
市
議
会
議
長
会
会
計
決
算
の
見
込
み
に
つ
い
て
及
び
令
和
四
年
度
奈
良
県
市
議
会
議
長
会
会
計
予
算
の
見
通
し
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
事
務
局
か
ら
説
明
が
あ
り
、
協
議
が
行
わ
れ
た
後
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
、
会
長
の
閉
会
の
挨
拶
に
よ
り
、
会
議
は
終
了
い
た
し

ま
し
た
。 

続
き
ま
し
て
、
監
査
委
員
か
ら
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
会
計
、
各
特
別
会
計
、
下
水
道
事
業
会
計
及
び
水
道
事
業
会
計

の
八
月
分
か
ら
十
月
分
ま
で
の
例
月
出
納
検
査
の
結
果
報
告
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

な
お
、
会
議
資
料
及
び
監
査
資
料
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
事
務
局
に
お
い
て
保
管
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
後
刻
御
清
覧
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

以
上
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
し
て
、
諸
般
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。 

〇
議
長
（
山
口
耕
司
）
以
上
で
諸
般
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

 
 
 
  

 
 
  

 
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

 
 

○
議
長
（
山
口
耕
司
）
本
日
の
日
程
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
布
済
み
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

配
布
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。─

─

。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
  

 

こ
れ
よ
り
日
程
に
入
り
ま
す
。 
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─

 

○
議
長
（
山
口
耕
司
）
日
程
第
一
、
市
政
の
報
告
と
提
出
議
案
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
太
田
市
長
。 

 
 
 

 
 
 

 
 

〔
市
長 

太
田
好
紀
登
壇
〕 

○
市
長
（
太
田
好
紀
）
改
め
ま
し
て
皆
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 
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そ
れ
で
は
、
本
年
九
月
か
ら
今
日
ま
で
の
市
政
の
概
要
に
つ
い
て
御
報
告
申
し
上
げ
、
議
会
を
は
じ
め
市
民
の
皆
様
の
御
理
解
と
御
協
力
を
賜
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

初
め
に
、
令
和
三
年
四
月
に
発
出
さ
れ
た
緊
急
事
態
宣
言
及
び
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
は
、
九
月
三
十
日
を
も
っ
て
全
都
道
府
県
で
解
除
さ
れ
ま
し
た
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
数
は
、
少
人
数
で
推
移
し
て
お
り
ま
す
が
気
を
緩
め
る
こ
と
な
く
、
今
後
の
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
引
き
続
き
マ
ス
ク
の
着
用
、
手

洗
い
な
ど
手
指
消
毒
の
励
行
に
努
め
、
感
染
防
止
対
策
を
徹
底
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
市
民
の
皆
様
の
御
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
た
、
十
月
三
十
一
日
に
衆
議
院
議
員
総
選
挙
が
執
行
さ
れ
、
十
一
月
十
日
に
第
二
次
岸
田
内
閣
が
発
足
し
ま
し
た
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
や
経
済
対
策
に
つ
い
て
国
の
動
向
を
注
視
し
な
が
ら
、
事
務
事
業
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
市
政
の
報
告
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

ま
ず
、
新
庁
舎
移
転
事
業
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

市
役
所
新
庁
舎
建
設
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
の
市
村
合
併
に
伴
う
新
市
建
設
計
画
の
中
核
事
業
と
し
て
事
業
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

当
初
か
ら
建
設
場
所
を
め
ぐ
り
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
交
わ
し
、
平
成
二
十
三
年
に
は
紀
伊
半
島
大
水
害
と
い
う
未
曽
有
の
大
災
害
に
見
舞
わ
れ
、
そ
の
復
旧
・
復
興

が
優
先
さ
れ
る
中
、
庁
舎
建
設
の
歩
み
は
ゆ
っ
く
り
で
は
あ
り
ま
し
た
が
確
実
に
進
み
、
奈
良
県
の
御
理
解
、
御
支
援
の
も
と
実
に
合
併
か
ら
十
六
年
を
経
て
新
庁
舎

が
完
成
し
、
十
一
月
十
日
に
開
庁
、
業
務
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。 

新
庁
舎
は
県
下
初
の
国
・
県
・
市
の
集
約
型
庁
舎
と
し
て
市
民
の
皆
様
の
利
便
性
を
高
め
る
と
と
も
に
本
市
の
防
災
拠
点
と
し
て
の
機
能
や
地
域
の
賑
わ
い
を
創
出

す
る
機
能
を
有
し
て
お
り
ま
す
。 

に
ぎ
わ
い
棟
で
は
、
地
域
の
事
業
者
の
特
産
品
の
販
売
や
、
市
内
飲
食
店
と
協
力
し
た
ラ
ン
チ
を
と
る
こ
と
が
で
き
、
喫
茶
コ
ー
ナ
ー
で
は
オ
ー
プ
ン
以
降
多
く
の

方
に
気
軽
に
立
ち
寄
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
約
六
十
年
に
わ
た
り
市
民
生
活
を
守
る
拠
点
と
し
て
あ
り
続
け
た
旧
庁
舎
に
つ
い
て
は
、
今
後
跡
地
の
有
効
活
用
が
で
き
る
よ
う
検
討
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

改
め
て
、
こ
れ
ま
で
市
政
推
進
に
格
別
の
御
協
力
を
賜
り
ま
し
た
近
隣
住
民
の
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

次
に
、
顕
彰
事
業
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

去
る
十
一
月
十
二
日
、
令
和
三
年
度
五
條
市
選
奨
式
を
挙
行
し
、
本
市
の
発
展
に
貢
献
さ
れ
、
そ
の
功
績
が
顕
著
な
十
一
名
の
方
に
表
彰
を
行
い
ま
し
た
。 

表
彰
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
方
の
長
年
の
活
動
に
対
し
、
敬
意
と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
今
後
も
市
民
の
模
範
と
し
て
各
分
野
で
御
活
躍
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 
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次
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
実
施
状
況
に
つ
き
ま
し
て
は
、
十
一
月
十
五
日
現
在
、
二
回
目
の
接
種
者
数
は
二
万
三
千
七
百
十
七
人
で
、
令
和
三
年
一

月
一
日
時
点
の
五
條
市
総
人
口
二
万
九
千
三
百
六
十
四
人
に
対
し
、
接
種
率
八
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
十
二
歳
以
上
の
対
象
者
二
万
七
千
四
百
三
十
八

人
に
対
し
て
は
、
接
種
率
八
六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

接
種
体
制
に
つ
き
ま
し
て
は
、
カ
ル
ム
五
條
で
の
集
団
接
種
を
十
月
三
十
日
で
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

な
お
、
三
回
目
の
接
種
に
つ
い
て
は
、
二
回
目
の
接
種
完
了
か
ら
八
か
月
以
上
の
間
隔
を
あ
け
る
こ
と
を
標
準
と
し
て
接
種
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

市
民
の
皆
様
の
接
種
に
つ
き
ま
し
て
は
、
希
望
す
る
方
が
円
滑
に
接
種
で
き
る
よ
う
接
種
体
制
の
整
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
幼
保
一
体
化
事
業
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

現
在
、
ゆ
め
こ
ど
も
園
建
設
工
事
並
び
に
、
き
ぼ
う
こ
ど
も
園
改
修
工
事
を
引
き
続
き
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
み
ら
い
こ
ど
も
園
整
備
完
了
に
伴
い
、
五
條
幼
稚
園
の
解
体
撤
去
工
事
を
本
年
十
月
か
ら
開
始
し
て
お
り
ま
す
。 

令
和
四
年
四
月
の
認
定
こ
ど
も
園
開
園
に
向
け
、
新
年
度
の
入
園
児
募
集
を
九
月
二
十
一
日
か
ら
十
月
六
日
に
か
け
て
行
い
、
現
在
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
の

審
査
、
入
所
内
定
通
知
書
の
発
送
準
備
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

今
後
認
定
こ
ど
も
園
で
行
う
子
育
て
支
援
事
業
に
つ
い
て
、
関
係
条
例
の
制
定
議
案
を
本
定
例
会
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

引
き
続
き
、
認
定
こ
ど
も
園
三
園
の
同
時
開
園
に
向
け
た
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

次
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
事
業
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
の
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
疲
弊
し
て
い
る
市
内
店
舗
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
実
施
し
て
お
り
ま
す
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
普
及
促
進
地
域
振
興
券
発
行
事
業
に
加
え
、
令
和
元
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で
と
令
和
三
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
売

上
を
比
較
し
、
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
減
収
と
な
っ
た
市
内
中
小
企
業
や
個
人
事
業
主
を
対
象
に
、
中
小
企
業
等
応
援
臨
時
給
付
金
と
し
て
一
律
二
十
万
円
を
給
付
す

る
な
ど
、
経
済
活
動
の
早
期
回
復
の
後
押
し
と
な
る
支
援
事
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
特
産
物
普
及
促
進
事
業
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

柿
の
Ｐ
Ｒ
及
び
消
費
拡
大
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
県
選
出
国
会
議
員
や
Ｊ
Ａ
な
ら
け
ん
及
び
生
産
者
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防

対
策
を
徹
底
し
た
上
で
十
一
月
二
十
五
日
に
首
相
官
邸
へ
岸
田
総
理
を
、
翌
二
十
六
日
に
金
子
農
林
水
産
大
臣
を
表
敬
訪
問
い
た
し
ま
し
た
。 
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首
相
官
邸
へ
の
表
敬
訪
問
は
今
年
で
九
年
連
続
と
な
り
ま
す
。 

柿
を
試
食
さ
れ
た
岸
田
総
理
か
ら
、
味
わ
い
深
く
本
当
に
お
い
し
い
と
好
評
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
学
校
教
育
事
業
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

学
校
・
道
路
管
理
者
・
警
察
署
・
教
育
委
員
会
な
ど
で
構
成
す
る
、
五
條
市
通
学
路
安
全
推
進
連
絡
協
議
会
で
は
、
四
日
間
に
わ
た
り
、
学
校
か
ら
報
告
の
あ
っ
た

通
学
路
の
危
険
箇
所
を
巡
回
し
、
合
同
点
検
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。 

今
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
点
検
箇
所
ご
と
に
対
策
に
取
り
組
む
関
係
機
関
を
決
定
し
、
通
学
路
の
交
通
安
全
の
確
保
に
向
け
た
対
策
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

地
域
住
民
や
保
護
者
の
皆
様
に
も
、
子
供
た
ち
が
安
全
に
通
学
で
き
る
よ
う
登
下
校
時
の
見
守
り
に
御
協
力
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

市
政
の
報
告
は
、
以
上
で
あ
り
ま
す
。 

続
き
ま
し
て
、
本
定
例
会
に
提
出
い
た
し
ま
し
た
諸
議
案
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
ず
、
議
第
五
十
六
号 

五
條
市
過
疎
地
域
に
お
け
る
市
税
の
特
別
措
置
条
例
の
制
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置

法
が
施
行
さ
れ
、
対
象
と
な
る
者
の
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
を
行
う
た
め
、
本
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
第
五
十
七
号 

五
條
市
立
認
定
こ
ど
も
園
延
長
保
育
事
業
等
の
実
施
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
五
條
市
立
認
定
こ
ど
も
園
の
延
長
保
育

事
業
等
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
本
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
第
五
十
八
号 

五
條
市
立
公
民
館
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、
阪
合
部
公
民
館
の
移
転
に
伴
い
、
そ
の
位
置
を
変
更
す
る
た
め
、
本
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
第
五
十
九
号 

五
條
市
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
施
設
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、
子
育
て
世
帯
の
利
便
性
を
図
る
た
め
、
利
用
対
象
者
の
範
囲

を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
一
時
預
か
り
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
整
備
す
る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
第
六
十
号 

五
條
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
第
六
十
一
号 

五
條
市
立
西
吉
野
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、
管
理
運
営
費
の
節
減
及
び
利
用
の
効
率
化
を
図
る
た

め
、
週
三
日
間
の
開
館
と
す
る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
第
六
十
二
号 

五
條
市
立
中
央
公
民
館
及
び
五
條
市
立
西
吉
野
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
か
ら
、
議
第
六
十
六
号
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五
條
市
阿
田
峯
公
園
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
各
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
た
め
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
第
六
十
七
号 

奈
良
広
域
水
質
検
査
セ
ン
タ
ー
組
合
を
組
織
す
る
構
成
団
体
数
の
減
少
及
び
規
約
の
変
更
に
つ
き
ま
し
て
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
、

現
組
合
構
成
団
体
で
あ
る
川
西
町
、
三
宅
町
及
び
田
原
本
町
が
そ
れ
ぞ
れ
実
施
し
て
い
る
水
道
事
業
を
統
合
し
、
磯
城
郡
水
道
企
業
団
を
設
置
す
る
こ
と
か
ら
、
構
成

団
体
数
が
減
少
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
町
を
も
っ
て
設
置
さ
れ
る
磯
城
郡
水
道
企
業
団
を
加
入
さ
せ
る
た
め
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
第
六
十
八
号 

令
和
三
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
九
号
）
議
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
歳
入
・
歳
出
予
算
に
そ
れ
ぞ
れ
八
億
六
千
八
百
六
十
二

万
一
千
円
を
追
加
す
る
予
算
の
補
正
、
債
務
負
担
行
為
の
補
正
及
び
地
方
債
の
補
正
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

補
正
の
主
な
内
容
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
財
政
調
整
基
金
積
立
金
、
ふ
る
さ
と
五
條
市
応
援
基
金
積
立
金
、
生
活
保
護
費
国
庫
等
返
還
金
な
ど
を
追
加
す
る
も
の
で

あ
り
、
財
源
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
庫
支
出
金
及
び
繰
越
金
等
を
見
込
み
ま
し
て
補
正
予
算
を
編
成
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
第
六
十
九
号 

令
和
三
年
度
五
條
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
議
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
総
額
に
は
変
更
が
生
じ
な
い
、
債
務
負

担
行
為
の
み
の
補
正
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

次
に
、
議
第
七
十
号 

令
和
三
年
度
五
條
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
議
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
歳
入
・
歳
出
予
算
に
そ
れ
ぞ
れ
四
千
四
百
三
十

六
万
七
千
円
を
追
加
す
る
予
算
の
補
正
で
、
内
容
は
、
介
護
保
険
財
政
調
整
基
金
積
立
金
等
を
追
加
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
第
七
十
一
号 

令
和
三
年
度
五
條
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
議
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
総
額
に
は
変
更
が
生
じ
な
い
、
債
務

負
担
行
為
の
み
の
補
正
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

次
に
、
議
第
七
十
二
号 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
自
動
車
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
額
を
定
め
、
和
解
す
る
た
め
、
議
会
の
議
決
を
求
め

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
同
第
十
五
号 

五
條
市
教
育
委
員
会
教
育
長
の
任
命
に
つ
き
ま
し
て
は
、
堀
内
伸
起
教
育
長
の
任
期
が
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
満
了
す
る
た

め
、
そ
の
後
任
に
つ
き
、
議
会
の
同
意
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
同
第
十
六
号 

五
條
市
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
き
ま
し
て
は
、
山
本
利
恵
子
委
員
の
任
期
が
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
満
了
す
る
た
め
、

そ
の
後
任
に
つ
き
、
議
会
の
同
意
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

以
上
が
、
市
政
の
報
告
と
、
こ
の
た
び
提
出
い
た
し
ま
し
た
諸
議
案
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。 
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○
議
長
（
山
口
耕
司
）
市
政
の
報
告
と
提
出
議
案
の
説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
本
日
の
日
程
は
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

明
日
八
日
か
ら
十
三
日
ま
で
休
会
と
し
、
次
回
十
四
日
午
前
十
時
に
再
開
し
て
一
般
質
問
を
行
い
ま
す
。 

な
お
、
一
般
質
問
を
さ
れ
る
議
員
各
位
は
、
明
日
八
日
の
正
午
ま
で
に
、
所
定
の
発
言
通
告
書
に
質
問
事
項
を
具
体
的
に
御
記
入
の
上
、
議
長
ま
で
提
出
願
い
ま
す
。 

本
日
は
こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
散
会
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

 
 
 

 
 

午
前
十
時
十
九
分
散
会 
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